
共同利用施設での販売 （市場内で組合員・賛助会員として販売するまでの流れ）

花卉の生産能率を上げ、社会的地位を高めることを目的とした組合です。

詳しくは事務所までお問い合わせ下さい。

正組合員

准組合員

■５畝歩以上の土地で花卉園芸を耕作する農民で、その耕作する
 　土地又は住所が愛知県(北設楽郡を除く)一円の区域にあるもの。
■１年のうち９０日以上花卉園芸に従事する農民で、住所が愛知県
　 (北設楽郡を除く)一円の区域にあるもの。

■愛知県(北設楽郡を除く)一円の区域に住所を有する個人で、
　当組合の施設の利用が適当だと認められるもの。

賛助会員

■定款５５条の適用により、組合発展の為に寄与させる
 　事ができるもの。

(生産者)

(仲卸)

事務所へお問い合わせ

理事・監事会で協議 理事・監事会で協議

事務所へお問い合わせ

代表理事、第１理事、第２理事との説明、面談
※履歴書持参

代表理事、第１理事、第２理事との説明、面談
※履歴書持参

当組合所定書類、戸籍謄本の提出
支部受入先手続き
利用場所の意思表示

当組合所定書類、戸籍謄本の提出
利用場所の意思表示

組合加入
出資金、加入金の支払い

賛助会員として契約　※更新は１年度ごと
契約金の支払い

空売場申込
書類記入、ザラ板保証金の支払(申込時)

売場使用料の支払(月払)
※売場使用料は各指定料金

賦課金、家族従業員費の支払(年払)

空売場利用
売場使用料の支払(月払)

※売場使用料は理事会で決定
賦課金、家族従業員費の支払(年払)


